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資料２
現行計画の評価につい
て

　事業の達成率について、進捗
の度合いが市民に分かりやすく
明示できないか。

　現状の○×評価ではなく、事業の達成率
に応じた５段階の評価を行うことで、より
市民に分かりやすい形で示します。
（※極めて順調、順調、概ね順調、やや遅
れている、更なる取り組みが必要　等）

　狭あい道路の認定事業につい
て、今後の取り組み方針を教え
ていただきたい。

　守山市狭あい道路整備事業に関する要綱
（以下「要綱」という。）は、建築行為等
に係る建築基準法第42条第２項の規定によ
る道路の後退用地の買収および道路整備を
実施するために定められたものです。本事
業の推進を図るため、平成26年４月に要綱
改正を行い事業対象道路の認定要件を緩和
しています。これにより事業対象道路は、
要綱改正前の２路線から令和３年現在190路
線に増加しております。また対象道路沿線
で要綱に伴う狭あい道路協議について必ず
申請されるよう、関係課で連携し体制を構
築しており、協議後土地所有者および建築
主と事業に係る協定書を締結しています。

　公園については災害時の一時
避難場所という機能もあるが、
現状では公共の場が足りておら
ず、民間の土地を借りて対応し
ている状況である。このことに
ついて、市としての考えを示し
てほしい。

　一時避難場所につきましては自治会が自
主的に指定していただくものであり、公共
施設のみならず地域の実情に応じて民地で
も指定いただいているところです。市とし
ましては公の場所が足りない場合は、民間
の土地に協力依頼していただく等の対応を
今後もお願いしたいと考えておりますの
で、ご理解ご協力をいただきたいと思いま
す。

　北部の速野学区や中洲学区か
ら市役所・総合病院に向かうバ
スが少なく不便である。このこ
とについて、改善をお願いした
い。

　市内の公共交通機関につきましては、バ
ス路線の維持・改善を事業者に要望すると
ともに、市内各所から市役所・総合病院等
に向けて運行するデマンドタクシー事業を
実施しており、今後も更なる利便性向上に
向けた取り組みを推進してまいります。

意見要旨 対応方針

　住宅セーフティネットの再構
築について、「今後もあんしん
賃貸支援事業を継続する」との
記載であるが、県としては、今
後は国の制度に基づくセーフ
ティネット住宅が主流となって
いくと考えているので、新たな
計画にはこの観点を取り入れて
いただきたい。

　新たな計画には、国の制度に基づくセー
フティネット住宅の観点を取り入れます。

第１回委員会で出された意見への対応について
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資料３
住宅・住環境の現状に
ついて
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資料５
基本理念、基本目標、
および基本方針(案)に
ついて

　アンケートでは地域交通が課
題であるとの回答が多かった
が、それが計画にどういった形
で反映されているのかが分かり
にくい。

　基本方針８の補足説明において都市の利
便性について記載するとともに、具体的施
策において「公共交通サービスの充実」を
設定します。

　統計資料について、県や全国
の数値との比較があるが、それ
に加えて近隣市町との比較もあ
るとより特徴が伝わりやすい。

　ご意見いただいたとおり、可能な限り、
県・近隣市町との比較等により整理しま
す。


